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時間軸について、追加設定を行いました。

追加内容

１）時間軸の追加設定

水防団待機水位から堤防天端到達・越水まで
の時間軸の設定は、平成１７年の水防法の改正
に伴い、氾濫危険水位を設定した際のリードタ
イム等としております。
図２に示しました様に堤防天端到達・越水を

ゼロとし、氾濫危険水位から水防団待機水位ま
で時間を入れて設定をしました。
設定内容については、各河川で異なりますの

でご注意ください。

台風発生から堤防天端到達・越水までの時間軸を追加設定しました。

設定した内容は、台風発生５日前、台風接近の
可能性３日前、災害発生の恐れ１日前について、
設定をしました。
この内容は、すべての河川同様に設定をして
おります。（図１）
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○氾濫発生情報【警戒レベル５】

氾濫発生

水防団待機水位到達
△△川（○○）水位 ×.××m

氾濫注意水位到達
△△川（○○）水位 ×.××m

氾濫危険水位到達
△△川（○○）水位 ×.××m

堤防天端水位到達・越流

水害対応タイムラインについて

１）時間軸の追加設定

台風発生から災害発生の恐れまでの時間設定ですが、図３のと
おり、気象庁が令和２年９月から５日先までの予想進路などの台
風情報として発表をしております。
そのため、前のページの図１のとおり時間設定をしました。
台風発生以外の時間設定は、図４のように予報や近年予報精度

の向上で概ねわかることから台風接近の可能性や災害発生の恐れ
の時間設定を行っております。

気象庁ホームページから引用

気象庁ホームページから引用

図３
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水害対応タイムラインについて

１）時間軸の追加設定
水防団待機水位から堤防天端到達・越水までの時間軸の追加設定について

は、図５のとおり設定するのが標準となっております。
千葉県では、平成１７年から平成２０年までに水位周知河川の指定を行っ

ており、その設定方法については、下記のとおり設定しております。

２）ゼロ設定について

設定要領では、氾濫の発生（越水・溢水）が堤防天端又は堤内地の宅盤高となっていることから設定は下記のとおりとしました。（図参照）

ゼロ設定 築堤河川は、水位が計画堤防高に到達する時間をゼロとしました。

堀込河道は、水位が現況堤防高に到達する時間をゼロとしました。

（ゼロ時間）

①リードタイム【Ａ】
避難勧告や避難に要する時間などを基に設定

設定方法について

②水位間の上昇所要時間【Ｂ】
検討当時、それまでの洪水の中から水位上昇速度が最も速いものを採用して設定

また、時間設定ができない河川については、事象のみの設定とします。

上記設定は、各河川で設定は異なります。

図５
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要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

【背景】

平成29年6月に改正された水防法等により、国及び都道府県が指定した浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に立地し、自治体の
地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅
速な避難の確保を図るため、「避難確保計画」の作成が義務付けられました。

令和2年7月5日
毎日新聞



要配慮者利用施設の避難確保計画作成状況について

国土交通省水管理・国土保全局ＨＰより

要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

実施する施策 これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等

・要配慮者利用
施設における避
難計画の作成及
び避難
訓練の実施

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・要配慮者利用施設への説明会の開催。（2017年6月までに全47都道
府県で実施済み）
・2017年6月に「要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引
き」を改訂、「要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避
難確保計画作成の手引き」を作成するとともに、「水害・土砂災害に係
る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」を作成。
・2017年8月に「土砂災害防止対策基本指針」を改訂。
・2017年8月に、避難確保計画の作成について、消防計画等の既存の
計画に追記等する場合の留意事項をとりまとめHPで公開。
・2017年8月に、内閣府、消防庁、厚生労働省、県、市、施設管理者等
と連携して、岡山県、岩手県においてモデルとなる社会福祉施設を選
定し、「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集
（水害・土砂災害）」を作成。2018年3月に兵庫県のモデル施設におけ
る事例を追加し、第２版を作成。
・2018年9月に、内閣府、消防庁、厚生労働省、県、市、施設管理者等
と連携して、山梨県においてモデルとなる医療施設を選定し、避難確
保計画を作成し知見をとりまとめて公開するための第１回ワークショッ
プを開催。
【国・都道府県管理河川共通】
・2017年度に、要配慮者利用施設の施設管理者等を対象とした講習
会を通じて避難確保計画作成の促進を図る「講習会プロジェクト」を立
ち上げた。2017年度は三重県津市と連携して試行的に講習会を実施
し、2018年3月に市町村における講習会の実施あたって参考となる「講
習会の企画調整及び運営マニュアル」を作成。
・2018年に全国７市において講習会プロジェクトを実施。

国・都道府県管理河川、砂防共通】
・モデル事例を踏まえ、「要配慮者利用施
設における避難に関する計画作成の事例集
（水害・土砂災害）」に医療施設に関する
事例を追加。
【国・都道府県管理河川共通】
・2018年12月までに講習会プロジェクトを
開始した７市に加えて、新たに開始した５
市町を合わせた１２市町における知見を踏
まえて「講習会の企画調整及び運営マニュ
アル」を改訂。

国・都道府県管理河川、砂防共通】
・2021年度までに対象の要配慮者利用施設
における避難確保計画の作成・避難訓練を
実施。
・避難確保計画の作成状況、避難訓練の実
施状況については、毎年、協議会等の場に
おいて進捗状況を確認。
・避難確保計画作成にあたっての課題を把
握し、計画作成の手引きを改訂。
【国・都道府県管理河川共通】
・全国で講習会プロジェクトの取組を拡大。



要配慮者利用施設における避難確保計画作成について

【千葉県内の作成状況】

県内の要配慮者利用施設数：21,366施設

（洪水）（R2.10末時点）

洪水浸水想定区域内の施設数：約5,000施設

地域防災計画に定められた施設数：1,232施設

避難確保計画を作成済の施設数：506施設

避難確保計画の作成率：約41％

（土砂災害）（R2.12末時点）

土砂災害警戒区域内の施設数：約500施設

地域防災計画に定められた施設数：65施設

避難確保計画を作成済の施設数：31施設

避難確保計画の作成率：約47％

【千葉県の取組】

●市町村や関係部局と連携し、県内の要配慮者利用施設と浸
水想定区域及び土砂災害警戒区域との関係を把握し、図面と
リストを作成。

●令和２年９月末から１０月上旬にかけ、速報版を市町村及
び関係部局と共有するとともに、避難確保計画作成の促進に
向け市町村説明会を実施。

●令和３年３月中に、完成版を作成し、市町村及び関係部局
へ提供するとともに、避難確保計画作成に係る手引きを作成
し配付するほか、洪水及び土砂災害に関するリスク情報を整
理し、市町村及び関係部局へ情報提供する。

高潮浸水想定区域

東京湾沿岸[千葉県区間] （都県境～館山市洲崎）

公表日：平成３０年１１月

千葉東沿岸（館山市洲崎～利根川（県境））

令和３年度より、千葉東沿岸における高潮浸水想定区域の作成に着手。

【今後の予定】

令和３年度～令和４年度

高潮浸水想定区域図作成

令和５年度～６年度

高潮特別警戒水位、水位周知海岸の指定

高潮浸水想定区域図の指定

高潮浸水想定区域図作成の手引き
Ve.1.00（平成27年7月）に基づき
作成

令和2年６月
高潮浸水想定区域図作成の手引き
Ve.2.00が示される

令和２年12月
高潮特別警戒水位設定の手引き
（案）が示される。

国より、手引きの改訂（波浪や爆
弾低気圧についても考慮）に伴い、
公表済みの高潮浸水想定区域につ
いて点検を実施するよう要請。

現在、点検を実施中。

洪水浸水想定区域図を作成後、特別警戒水位の設定・水位周知海岸の指定を行い、高潮浸水想定区域を指定。
その後、該当市町村については、高潮ハザードマップを作成。


